
 

［事案 18-13］配当金請求 

・ 平成 18 年 12 月 19 日 裁定申立受理 

・ 平成 19 年 6 月 20 日  裁定終了 

＜事案の概要＞ 

勧誘時に提示された設計書記載の配当予測金額と、実際の配当金額があまりにも違い

すぎ不服であるため、申立人算定の金額もしくは社会通念に沿った補償金を支払ってほ

しいと申立てがあったもの。 

＜申立人の主張＞ 

申立契約の勧誘時（昭和 55 年）に設計書で説明された払込完了時の一時金（積立配

当金）が 800 万円近くあったにもかかわらず、実際に支払われた一時金は 70 万円足ら

ずで、余りにも乖離が大きすぎる。このような大きな乖離は、社会通念上通用しないも

のである。会社に問い合わせても、大きな乖離が発生した根拠と計算過程について開示

がなく、また老後の生活設計の大きな柱として当てにしており、到底納得することは出

来ない。 

また、勧誘時に提示された設計書の片隅に、「今後の配当の実績によって変わること

があります。従って将来の支払額を約束するものではない」との記載があるが、変わる

ことが例外かのように記載されている。また営業職員から説明を受けておらず、勧誘の

方法に瑕疵があったと思料される。 

以上のことから、会社側の説明には到底納得することは出来ず、当方算定の金額もし

くは社会通念に沿った補償金を支払ってほしい。 

＜保険会社の主張＞ 

バブル経済崩壊等に原因する予想困難な経済状況の変化に起因するとはいえ、設計書

記載の配当予測金額と実際の配当金額に大きな乖離が生じたことについては、誠に申し

訳なく深くお詫び申し上げるが、下記のとおり配当金の支払いを保証していない以上、

請求に応ずることは出来ない。 

（1）本件保険設計書の右下段には、「記載の配当数値（一時金・配当金）は当商品の営

業案内にもご説明したとおり今後の配当の実績によって変わることがあります。し

たがって将来のお支払額をお約束するものではない」との記載があること。 

(2) 当時のパンフレットにも、「この保険は昭和５４年５月に新しく発売されたもので

あり、配当実績はありません。記載の配当数値（配当金・増額年金）は昭和５３年

度当社決算にもとづき計算したもので、今後変動することがあります。したがって

将来の支払額をお約束するものではありません」との記載があること。 

＜裁定の概要＞ 

本件について審理を行った結果、以下により本件申立てには理由がないものと認め、

裁定書をもってその理由を明らかにし裁定手続きを終了した。 

（1）勧誘時の設計書には、申立人も認めるとおり「記載の配当数値は、今後の配当の実績

によって変わることがあり、将来の支払額を約束するものではない」旨の記載がある。

また、パンフレットにも「この保険は新しく発売されたものであり配当実績はなく、記

載の配当数値（配当金・増額年金）は昭和５３年度当社決算にもとづき計算したもので、



 

今後変動することがある。したがって将来の支払額を約束するものではない」旨の記載

があることから、会社が設計書記載の配当数値の支払いを保証したと解することはでき

ない。 

(2)勧誘時に、営業職員が口頭で上記記載の内容を説明したかどうかは不明であるが、営業

職員において申立人に設計書記載の配当数値の支払いが確実になされるものと思い込ま

せるような積極的言動が存在したことを窺わせるような証拠はない。 

また、設計書、パンフレットの上記記載も、通常人の注意力をもってすればそれに気づ

くことができる程度には記載されている以上、申立人が設計書記載の配当数値の支払い

が確実になされるものと思い込んで契約を締結したとしても、会社による不法行為とな

るものではない。 

(3)確かに、設計書記載の配当数値と実際の配当数値が大きく乖離していることは、申

立人の老後の生活設計に支障を生じさせていることはよく理解できるが、その主た

る原因は、いわゆるバブル経済の崩壊等の予測困難な経済状況の変化にあり、他の

多くの生保契約においても同様の事態を生じており、これをもって会社の法的責任

を問うことは困難である。 

 

以 上 


